令和８年４月４日
　組　合　員　各位
山形県石油商業組合
理事長　遠藤　靖彦


「緊急的激変緩和措置」のモニタリング調査の強化に伴う
適正価格での販売について

　毎々格別のご協力をたまわり誠にありがとうございます。
　さて首題の件、ガソリン等石油製品の価格高騰対策として実施されている補助金措置については、この効果を確認するため、現在、ＳＳ事業者の皆様を対象に小売価格のモニタリング調査が行われております。
　今般資源エネルギー庁より、以下のとおりモニタリング調査の回数を大幅に増やし、より実効性を高める取り組みについての通知がありました。

· 全数調査（電話調査）を強化
調査回数を倍増し、卸価格の変動分が小売価格に反映されていないと判断される場合には、その理由についての聴取が行われます。

· 現地訪問・是正通知の実施
正当な理由なく、補助による引き下げ分を反映させずに著しく高い価格で販売していると認められる場合には、個別に現地訪問を実施し、さらに必要に応じて適正価格での販売を求める通知が発出されます。

私たちの小売価格は、中東問題で先行きが不透明の中、賃上げや物価高、市場における競争状況等々、様々な要因が影響し構成されています。
組合員各位におかれましては、引き続き、このモニタリング調査への協力と「適正価格での販売」についてご理解たまわりますようお願い申し上げます
以上

· 本件、資源エネルギー庁よりの通知書（全石連宛て）は当組合ホームページへ掲載いたしております。
· 過去のモニタリング調査の過程で、調査員による「不遜な態度」や「高圧的な聞き取り」などの報告がありました。万一、今後も同様なことがあった場合は速やかに当組合までご連絡願います。資源エネルギー庁に対し改善を求めます。
